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「通貨及び金融の調節に関する報告書」概要説明 

日 本 銀 行 総 裁 

黒 田 東 彦 

── 令和２年５月 12 日、衆議院財務金融委員会 

（はじめに） 

日本銀行は、毎年６月と12月に「通貨及び金融の調節に関する報告

書」を国会に提出しております。本日、最近の経済金融情勢と日本銀

行の金融政策運営について詳しくご説明申し上げる機会を頂き、厚く

御礼申し上げます。 

（経済金融情勢） 

まず、最近の経済金融情勢についてご説明いたします。 

世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行の影響に

より、急速に落ち込んでいます。各国・地域で、外出・出入国制限な

どの感染拡大防止策がとられている結果、グローバルに経済活動が大

きく制約されています。国際通貨基金（ＩＭＦ）の最新の世界経済見

通しでは、2020年の世界経済成長率は▲3.0％と、リーマン・ショッ

ク時を超える大幅なマイナス成長が予想されています。 

わが国の景気も、内外における感染症拡大の影響から厳しさを増し

ており、先行きも、当面、厳しい状態が続くとみられます。物価も、

当面、感染症の拡大や原油価格の下落などの影響を受けて弱含むとみ

られます。その後、内外で感染症拡大の影響が和らいでいけば、ペン

トアップ需要の顕在化や挽回生産が予想されることに加え、緩和的な

金融環境や政府の経済対策にも支えられて、わが国経済は改善してい

くと考えられます。物価も、徐々に上昇率を高めていくとみられます。

もっとも、先行きの経済・物価の見通しは、感染症の拡大が収束する

時期や内外経済に与える影響の大きさによって変わり得るため、不透
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明感がきわめて強く、下振れリスクの方が大きいと考えています。 

この間、内外金融資本市場では、２月下旬以降、投資家のリスクセ

ンチメントが悪化し、急速に不安定化しました。各国の政府・中央銀

行が迅速かつ積極的な対応を取った結果、金融市場はひと頃の緊張が

幾分緩和していますが、流動性は低下しており、引き続き神経質な状

況にあります。また、わが国の金融システムは全体として安定性を維

持しているものの、金融環境をみると、企業の資金繰りが悪化するな

ど、企業金融面で緩和度合いが低下しています。 

（金融政策運営） 

次に、金融政策運営について、ご説明申し上げます。 

日本銀行では、こうした経済金融情勢のもとでは、企業等の資金調

達の円滑確保と金融市場の安定維持が、まず大事なことと考えていま

す。こうした観点から、３月および４月に、金融緩和を強化しました。

具体的には、資金調達の円滑を確保する措置として、ＣＰ・社債等の

買入れの増額や、金融機関の貸出を促すための新たな資金供給手段で

ある「新型コロナ対応金融支援特別オペ」の新設・拡充などを決定し

ました。また、金融市場の安定維持の面では、第１に、ドルオペの拡

充、第２に、ＥＴＦ、Ｊ－ＲＥＩＴ買入れの積極化、第３に、国債の

さらなる積極的な買入れ、の３つの対応を行っています。 

これらの措置は、既に大規模に実施しており、一定の効果を発揮し

ていると考えています。引き続き、これらの措置をしっかりと実施し

ていくことで、資金調達の円滑確保と金融市場の安定維持に貢献して

いく方針です。また、緊急事態宣言が発出されたもとで、日本銀行は、

感染症の拡大防止のために業務の一部を縮退しつつも、指定公共機関

として、金融機能の維持と資金決済の円滑確保といった、中央銀行と

して必要な業務を継続して行う体制を整備しています。今後も、国民

生活に不可欠な中央銀行業務をしっかりと遂行していく考えです。 
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日本銀行による強力な金融緩和措置は、感染症拡大への政府の各種

対策や各国の政府・中央銀行による様々な対応と相俟って、金融経済

活動の下支えに貢献するものと考えています。 

そのうえで、日本銀行としては、当面、感染症の影響を注視し、必

要があれば、躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じる考えです。 

ありがとうございました。 

以  上 


